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「第８期介護保険事業計画・高齢者福祉計画」を策定しました。

計画策定の背景

計画の位置づけ

米原市が目指す高齢社会の姿

①

市では、高齢者が可能な限り住み慣れた地域で日常生活を営むことができるよう、地域の社会資源を活

用しながら、介護サービスの確保に留まらず、医療、介護、介護予防、住まいおよび自立した日常生活の

支援が包括的に確保される「地域包括ケアシステム」の充実を図っているところです。

　本市は、高齢者数が大幅に増加しないものの、介護を必要とする後期高齢者数は今後も増加していくと

予測されます。また、ひとり暮らしや高齢者世帯は増加を続けており、日常生活の支援や見守りが必要と

なります。

　このため、介護保険サービスの利用者は増加し、給付費が急増してきており、介護保険制度の安定した

運営の確保が必要となっています。また、介護予防・重症化予防の推進、認知症施策の充実、医療と介護

の連携強化、8050問題など複合化した課題への対応、介護人材の確保に加え、災害や感染症への対策など

多くの課題があります。

　このような現状や課題を踏まえ、高齢者施策の一層の推進を図るため「いきいき高齢者プランまいばら

（第８期介護保険事業計画・高齢者福祉計画）」を策定しました。

＊地域包括ケアシステムとは、たとえ介護が必要な状態になっても、住み慣れた地域において生活し続けられるよう、①介護、

　②医療、③予防、④生活支援、⑤住まいを一体化して提供していくという考え方です。

●この計画は、老人福祉法第20条の８に基づく老人福祉計画と介護保険法第117条に基づく介護保険事業

　計画を一体的に策定したものです。介護だけでなく、高齢者の健康・生きがいづくり、介護予防、地域

　福祉、防災、権利擁護など高齢者施策全般にわたる計画です。

計画の期間

●令和３年度から令和５年度までの３年間です。ただし、団塊の世代全てが75歳以上となる令和７年、

　団塊ジュニア世代が65歳以上となる令和22年の見込みについても推計を行っています。

　この計画では、必要な介護や医療のサービスの確保に加え、それに関わる多職種、多機関・団体が

連携し、地域住民をはじめとした地域の福祉力の向上を図り、地域包括ケアシステムを強化していく

ことにより、地域に暮らす人たちがともに支え合う「地域共生社会」の実現を目指していきます。









⑤

基本⽅針② 住み慣れた地域で暮らし続けるために

 ⾝近な地域での取組を進め、介護予防事業等の更なる推進を図ります。

 また、個々の⽣活課題に対してきめ細かく対応できる、ＮＰＯ法⼈やボランティアによるサー

ビス、地域住⺠による⾒守りや⽀え合いの取組を促進し、公的なサービスと併せて⾼齢者の⽣活

を⽀援します。

さらに、災害や感染症への対応に取り組み、安⼼して暮らせる地域づくりを推進します。

基本⽅針④ 認知症になっても安⼼して暮らせるために

最重要課題の⼀つである認知症施策については、早期診断・早期対応の体制整備、医療・看

護・介護等関係者の専⾨性の向上、家族介護者への⽀援、地域住⺠の理解と協⼒などに取り組

み、認知症になっても安⼼して暮らせるやさしい地域づくりを推進します。

基本⽅針⑤ 介護保険事業の持続的な運営のために

 介護が必要になっても、できる限り住み慣れた地域で暮らせるよう在宅介護サービスの充実

を図ります。

 さらに、保険者機能の強化として地域課題の分析・評価を⾏い⾃⽴⽀援・重度化防⽌に取り

組みます。また、介護給付適正化事業を推進するほか、⼈材の確保・育成等に必要な⽀援策を

検討します。

基本⽅針③ 地域包括ケアを推進するために

 介護はもちろん、複合化・複雑化するさまざまな地域の課題に対応するため、地域包括ケア

体制の中核となる地域包括⽀援センター機能の充実と関連機関等との連携の更なる強化を図

り、包括的な相談・⽀援の充実を図ります。

 保険者・地域包括⽀援センターが中⼼となり、地域ケア会議を活⽤して、関係職種のレベル

アップ、会議を通して⾒えてくる地域課題の解決に向けて取り組みます。

 さらに、医療ケアや在宅看取りへ対応するための在宅医療・介護の連携、⾼齢者・障がい者

が安⼼して暮らすための成年後⾒制度の体制強化など権利擁護を推進します。



⑥

重点的な取組

第８期計画においては、次の課題に⼒点を置いて取り組みます。

重点施策① 介護予防・健康づくりの推進と地域の通いの場の拡充

⽣きがい、介護予防につながるよう「地域お茶の間創造事業」を中⼼として、住⺠主体による

⾝近な地域の居場所づくりと地域の⽀え合い活動を推進します。また、介護予防サポーター（ご

近所元気にくらし隊員）を養成し、居場所づくりの内容を充実させていきます。

重点施策② 災害・感染症対策

 ⼤規模な⾃然災害や、新型コロナウイルス感染症の流⾏を踏まえ、⾼齢者福祉・介護保険サ

ービスを継続するため、備えの強化を図ります。また、閉じこもりなどによる２次健康被害の

防⽌に努めます。

重点施策③ 包括的な相談・⽀援体制の充実

 地域型地域包括⽀援センターを、地域の包括的な相談⽀援の中核の⼀つとして充実させ、市

は総合調整や後⽅⽀援等の基幹型地域包括⽀援センター機能を担い、地域包括⽀援センターの

機能強化を図ります。また、複合化・複雑化した課題にも適切に対応できるよう、「地域共⽣

社会」の実現に向けた「重層的⽀援体制整備事業」に取り組んでいきます。

重点施策④ 総合的な認知症施策の推進

 認知症施策推進⼤綱で⽰されている、①普及啓発・本⼈発信⽀援、②予防、③医療・ケア・介

護サービス・介護者への⽀援の拡充を図り、認知症になっても住み慣れた地域で安⼼・安全に暮

らし続けられるまちづくりの実現を推進します。また、介護保険サービスだけでなく、認知症に

なっても就労や⽣きがい、役割を持った⽣活を持続できるよう、認知症サポーター等を活⽤した

活動の促進と地域づくりを推進します。

重点施策⑤ ⼈材の確保

 介護⼈材の確保が難しい状況の中、奨励⾦等の制度の周知、事業所の説明会の開催など、県、

近隣市町、事業所等と連携して介護保険サービスを担う多様な⼈材の確保に努めていきます。




